
高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
3
8
2
号

　
平
成

2
3
年
1
0
月
1
4
日
（
金
曜
日
）
　

1

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

1

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

　　　　　　目　　次

規　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　◎高知県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正

　　する規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 

　◎高知県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規

　　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 

告　示

　○クリーニング師の研修及び業務従事者

　　に対する講習の指定　　　　　　　　（食品・衛生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課）　　　　　　 6 

　○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑

　　な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

　　支援に関する法律による介護機関の指

　　定　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉指導課）　　 6 

　○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑

　　な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

　　支援に関する法律による指定介護機関

　　に係る事業所の所在地の変更の届出　（　　〃　　）　　 7 

　○保安林の指定に係る通知の掲示　　　（治山林道課）　　 7 

　◎告示（高知県沿岸漁業改善資金貸付基

　　準の定め）の一部改正　　　　　　　（水産政策課）　　 7 

　◎急傾斜地崩壊危険区域の指定　　　　（防災砂防課）　　 7 

公　告

　○土地改良区の役員の就退任　　　　　（農業基盤課）　　 7 

　○土地改良区営土地改良事業の工事の完

　　了　　　　　　　　　　　　　　　　（　　〃　　）　　 7 

　○漁港漁場整備法による所有者不明の工

　　作物等の措置　　　　　　　　　　　（漁場漁港課）　　 8 

　○開発行為に関する工事の完了　　　　（都市計画課）　　 8 

　○港湾法による所有者不明の工作物等の

　　措置　　　　　　　　　　　　　　　（港湾・海岸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課）　　　　　　 8 

規 則

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第58号

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正す

る規則

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成16年高知県規則

第 6 号）の一部を次のように改正する。

附則に次の 1 項を加える。

（東日本大震災に伴う特例措置）

 3 　東日本大震災（平成23年 3 月11日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

以下この項において同じ。）により著しい被害を受けた者で東

日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する

法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令（平成23年政

令第132号）第 1 条第 1 項各号のいずれかに該当するものが、

東日本大震災の後平成28年 3 月31日までに貸付けを受ける林

業・木材産業改善資金についての第 3 条第 2 項の規定の適用に

ついては、同項中「10年」とあるのは「13年」と、「12年」と

あるのは「15年」と、「15年」とあるのは「18年」と、「 3 

年」とあるのは「 6 年」と、「 5 年」とあるのは「 8 年」とす

る。この場合において、当該者は、第 5 条第 1 項の林業・木材

産業改善資金貸付資格認定申請書の提出に当たっては、同令第

 1 条第 1 項各号のいずれかに該当することを確認するため知事

が必要があると認める書類を添付しなければならない。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県林業・木材

産業改善資金貸付規則の規定は、平成23年 3 月11日から適用す

る。

高知県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第59号

高知県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

高知県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和54年高知県規則第59

号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 3 項中「という。）」を「という。）及び地域資源を

活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産

物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67号）第 6 条第 3 項

に規定する認定総合化事業計画に従って同法第 5 条第 4 項第 3 号

に掲げる措置を行う同法第 6 条第 3 項に規定する促進事業者（以

下「促進事業者」という。）」に改め、同項ただし書中「認定中

小企業者」を「認定中小企業者又は促進事業者」に改める。

第 3 条第 1 項中「別表の」を「別表に定める」に改め、同条第

 3 項中「又は一認定中小企業者」を「、一認定中小企業者又は一

促進事業者」に改める。

第 5 条中「を含む」を「を、促進事業者にあっては地域資源を

活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産

物の利用促進に関する法律第 6 条第 3 項に規定する認定総合化事

業計画の写しを含む」に改める。

附則を附則第 1 項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」

を付し、附則に次の 1 項を加える。

（東日本大震災に伴う特例措置）

 2 　東日本大震災（平成23年 3 月11日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

以下この項において同じ。）により著しい被害を受けた者で東

日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する

法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令（平成23年政

令第132号）第 1 条第 1 項各号のいずれかに該当するものが、

東日本大震災の後平成28年 3 月31日までに貸付けを受ける沿岸

漁業改善資金についての別表の規定の適用については、同表中

「 7 年以内」とあるのは「10年以内」と、「 1 年以内」とある

のは「 4 年以内」と、「 9 年以内」とあるのは「12年以内」

と、「 3 年以内」とあるのは「 6 年以内」と、「 4 年以内」と

あるのは「 7 年以内」と、「 2 年以内」とあるのは「 5 年以

内」と、「 5 年以内」とあるのは「 8 年以内」と、「10年以

内」とあるのは「13年以内」と、「12年以内」とあるのは「15

年以内」とする。この場合において、当該者は、第 5 条の沿岸

漁業改善資金貸付申請書の提出に当たっては、同令第 1 条第 1 

項各号のいずれかに該当することを確認するため知事が必要が

あると認める書類を添えなければならない。

別表の 1 を次のように改める。
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別表の 2 の表( 3 )の項中「餌
じ

料費」を「餌料費」に改め、同表

の 3 の表( 3 )の項中「餌
じ

料」を「餌料」に改め、同表備考中「を

いう」を「を、「六次産業化法によるもの」とは法の特例に係る

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域

の農林水産物の利用促進に関する法律第11条第 2 項に規定する資

金をいう」に改める。

別記第 1 号様式注中「認定中小企業者の」を「認定中小企業者

又は促進事業者である」に、「沿岸漁業従事者等」を「沿岸漁業

従事者等又は総合化事業計画の認定を受けた農林漁業者等である

沿岸漁業従事者等」に改める。

別記第 2 号様式（その 1 ）の 1 中「認定中小企業者の」を「認

定中小企業者又は促進事業者である」に、「沿岸漁業従事者等」

を「沿岸漁業従事者等又は総合化事業計画の認定を受けた農林漁

業者等である沿岸漁業従事者等」に改め、同様式（その 1 ）注中

「認定中小企業者以外の」を「認定中小企業者及び促進事業者以

外の者である」に改め、同様式（その 2 ）の 1 中「餌
じ

料」を「餌

料」に、「認定中小企業者の」を「認定中小企業者又は促進事業

者である」に、「沿岸漁業従事者等」を「沿岸漁業従事者等又は

総合化事業計画の認定を受けた農林漁業者等である沿岸漁業従事

者等」に改め、同様式（その 2 ）注中「認定中小企業者以外の」

を「認定中小企業者及び促進事業者以外の者である」に、「収支

計画」を「収支計画及び償還計画」に改め、同様式（その 3 ）の

 1 及び 2 中「認定中小企業者の」を「認定中小企業者又は促進事

業者である」に、「沿岸漁業従事者等」を「沿岸漁業従事者等又

は総合化事業計画の認定を受けた農林漁業者等である沿岸漁業従

事者等」に改め、同様式（その 3 ）注中「及び別紙の収支計画」

を「並びに別紙の収支計画及び償還計画」に、「認定中小企業者

の」を「認定中小企業者又は促進事業者である」に改め、同様式

（その 4 ）の 1 中「認定中小企業者の」を「認定中小企業者又は

促進事業者である」に、「沿岸漁業従事者等」を「沿岸漁業従事

者等又は総合化事業計画の認定を受けた農林漁業者等である沿岸

漁業従事者等」に改め、同様式（その 4 ）の 2 中「認定中小企業

者の」を「認定中小企業者又は促進事業者である」に、「沿岸漁

業従事者等」を「沿岸漁業従事者等又は総合化事業計画の認定を

受けた農林漁業者等である沿岸漁業従事者等」に、「投餌
じ

」を

「投餌」に改め、同様式（その 4 ）注中「及び別紙の収支計画」

を「並びに別紙の収支計画及び償還計画」に、「認定中小企業者

の」を「認定中小企業者又は促進事業者である」に改め、同様式

（その 9 ）の 1 中「餌
じ

料」を「餌料」に改め、同様式（その 9 ）

の 2 中「収支計画」を「収支計画及び償還計画」に改め、同様式

（その10）の 1 中「餌
じ

料」を「餌料」に改め、同様式（その10）

の 2 中「収支計画」を「収支計画及び償還計画」に改め、同様式

（その11）の 1 及び同様式（その12）の 1 中「餌
じ

料」を「餌料」

に改め、同様式（別紙）を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
3
8
2
号

　
平
成

2
3
年
1
0
月
1
4
日
（
金
曜
日
）
　

66

附　則

（施行期日等）

 1 　この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県沿岸漁業

改善資金貸付規則附則第 2 項の規定は、平成23年 3 月11日から

適用する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県沿岸漁業改善資金貸付規則別

記第 1 号様式並びに別記第 2 号様式（その 1 ）、（その11）及

び（その12）は、この規則による改正後の高知県沿岸漁業改善

資金貸付規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用すること

ができる。

告 示

高知県告示第680号

クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第 8 条の 2 第 1 項

の規定によるクリーニング師の研修（以下「研修」という。）及

び同法第 8 条の 3 の規定による業務従事者に対する講習（以下

「講習」という。）の指定を平成23年10月 4 日付けで次のとおり

行った。

平成23年10月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　研修及び講習の主催者

東京都港区新橋六丁目 8 番 2 号

財団法人全国生活衛生営業指導センター

 2 　第 1 型研修の開催年月日並びに会場の所在地及び名称

平成24年 2 月 5 日（日）

高知市丸ノ内二丁目 1 －10　高知城ホール

 3 　第 2 型研修及び講習の受付期間

平成23年12月12日（月）から平成24年 1 月20日（金）まで

 4 　研修及び講習の科目

衛生法規及び公衆衛生

洗濯物の受取、保管及び引渡し

洗濯物の処理

繊維及び繊維製品

 5 　研修及び講習の受講料

研修受講料　5,000円

講習受講料　4,500円

 6 　研修及び講習の受講の申込先及び問い合わせ先

高知市はりまや町三丁目 7 － 6 　パームサイドビラ 2 階

財団法人高知県生活衛生営業指導センター

高知県告示第681号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成 6 年法律第30号）においてその例によるものと
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された生活保護法第54条の 2 第 1 項の規定による介護機関とし

て、次のとおり指定した。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

中山　秀松

 2 　保安林に指定する通知の要旨

( 1 )　指定に係る保安林の所在場所

高岡郡津野町桑ケ市字船板床2007の14、2007の23から2007

の28まで、2007の32、字粟尻2010、2011

( 2 )　指定の目的

水源のかん養

( 3 )　指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第684号

昭和54年12月高知県告示第729号（高知県沿岸漁業改善資金貸

付基準の定め）の一部を次のように改正する。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

第 1 の表 1 の項中「以下同じ。）」を「以下同じ。）　促進事

業者（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67

号）第 6 条第 3 項に規定する認定総合化事業計画に従って同法第

 5 条第 4 項第 3 号に掲げる措置を行う同法第 6 条第 3 項に規定す

る促進事業者をいう。以下同じ。）」に改め、同表 6 の項中「認

定中小企業者」を「認定中小企業者　促進事業者」に改める。

高知県告示第685号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第 3 条第 1 項の規定に基づき、次に掲げる土地の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

なお、その関係図書は、高知県土木部防災砂防課及び高知県幡

多土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

土佐清水市幸町

( 1 )　標柱を設置した土地の地番

( 2 )　区域

標柱 1 から 7 までを順次に直線で結んだ線及び標柱 7 と 1 

を市道清水山手 1 号線に沿って結んだ線により囲まれた区域

内とする。

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、土佐山田町六反田土地改良区から次のとおり退任及び就任し

た役員の届出があった。

平成23年10月14日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

　役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　濱田　順一　香美市土佐山田町宮ノ口 516

　〃　　　大岸　昌平　〃    〃 　　   〃　　 671－ 1 

　〃　　　松岡　政博　〃　　〃　　　　〃     528

　〃　　　大岸　信夫　〃　　〃　　　  〃     642－ 1 

　〃　　　大岸　　晃　〃　　〃　　　  〃    1247

　〃　　　大岸　正明　〃　　〃　　　  〃     639－ 1 

　〃　　　大岸　　保　〃　　〃　　　  〃     567

　監事　　濱田　千惠　〃　　〃　　　　〃     793

　〃　    北村　宗繼  〃    〃　　　　〃     515

（就任）

　理事　　濱田　順一　香美市土佐山田町宮ノ口 516

　〃　　　大岸　昌平　〃    〃 　　   〃　　 671－ 1 

　〃　　　松岡　政博　〃　　〃　　　　〃     528

　〃　　　大岸　信夫　〃　　〃　　　  〃     642－ 1 

　〃　　　大岸　　晃　〃　　〃　　　  〃    1247

　〃　　　大岸　正明　〃　　〃　　　  〃     639－ 1 

　〃　　　大岸　　保　〃　　〃　　　  〃     567

　監事　　濱田　千惠　〃　　〃　　　　〃     793

　〃　    北村　宗繼  〃    〃　　　　〃     515

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の 2 第 2 項の規定

により、土地改良区営土地改良事業の工事の完了を次のとおり公

告する。

　　平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　事業主体名

指定年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

須崎医療クリニック

須崎市多ノ郷甲5748

－ 1 

須崎医療クリニック

須崎市多ノ郷甲5748－ 1 

居宅療養管理指導

平成23年 6 

月 1 日

高知県告示第682号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て準用する同法第50条の 2 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第30

号）においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2 第

 4 項において準用する同法第50条の 2 の規定により、指定介護機

関に係る事業所の所在地の変更について次のとおり届出があっ

た。

平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

区分

変更前

変更後

事業所の

名称

居宅介護

支援事業

所へんし

も

事業所の所在

地

吾川郡いの町

3157－ 3 

吾川郡いの町

3807

事業者の名称

及び主たる事

務所の所在地

株式会社アル

ゴ

高知市鷹匠町

一丁目 3 －22

変更年月

日

平成17年

 7 月 1 日

高知県告示第683号

平成23年 9 月農林水産省告示第1809号で告示した指定に係る保

安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森林法（昭和26年

法律第249号）第189条の規定により、保安林に指定する通知の内

容を津野町役場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示

する。

平成23年10月14日

　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　所在不分明の森林所有者

( 1 )　登記簿記載の住所

高岡郡大野見村萩中67番地

( 2 )　氏名

標柱番号

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

所在地

土佐清水市越字東山

〃　　　　〃〃

〃　　　　清水字後口山

〃　　　　〃　〃

〃　　　　〃　〃

〃　　　　幸町

〃　　　　〃

地番

441－ 7 

441－14

854－126

854－126

854－126

379－ 7 

378－ 2 
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北川村南部土地改良区

 2 　事業名　　

　　野友地区灌漑排水事業

 3 　工事完了年月日

　　昭和50年 1 月25日

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第39条の 2 第 4 項の

規定に基づき、所有者不明の工作物又は船舶、自動車その他の物

件（以下「工作物等」という。）の措置を次のとおり行う。

平成23年10月14日

　　室戸岬漁港漁港管理者

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

室戸市室戸岬町　室戸岬漁港漁具保管修理施設用地

ＦＲＰ船 1 隻（第五龍漁丸、船舶番号不明、船長13.80メ

ートル、船幅2.82メートル)

 2 　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して30日以内に

室戸岬漁港漁港管理者の指示に従い、当該工作物等を除却しな

ければならない。

 3 　漁港管理者の措置

室戸岬漁港漁港管理者は、所有者が 2 の措置を行わないとき

は、他に命じて当該工作物等を処分するものとする。

なお、保管後に所有者が判明した場合は、漁港漁場整備法第

39条の 2 第10項の規定により、当該所有者に当該工作物等の撤

去及び保管に要した費用を請求するものとする。

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

　　平成23年10月14日

高知県知事　尾﨑　正直

づき、所有者不明の工作物、船舶その他の物件（以下「工作物

等」という。）の措置を次のとおり行う。

平成23年10月14日

高知港港湾管理者　　　　　　

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

高知市仁井田船倉地先

ＦＲＰ船 1 隻（船名不明、282−08095)

 2 　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して21日以内に

高知港港湾管理者の指示に従い、当該工作物等を撤去しなけれ

ばならない。

 3 　港湾管理者の措置

高知港港湾管理者は、所有者が 2 の措置を行わないときは、

他に命じて当該工作物等を撤去させ、港湾法第56条の 4 第 3 項

の規定により、当該工作物等を保管するものとする。

なお、保管後に所有者が判明した場合は、港湾法第56条の 4 

第 8 項の規定により、当該所有者に当該工作物等の撤去及び保

管に要した費用を請求するものとする。

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

吾川郡いの町1031

番地 6 

吉良　敬介

平成23年 9 月 5 日

23高都計第323号

開発区域に含まれる

地域の名称

吾川郡いの町字塔ノ

向1031番 1 の一部ほ

か

港湾法（昭和25年法律第218号）第56条の 4 第 2 項の規定に基
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